


 

ルMCA移行後の周波数帯においても同様の

IoT 無線が利用可能になれば、今後の IoT

サービスの利用拡大に対応するとともに、

より多様な免許不要局によって、低コス

ト・広域での自由なネットワーク構築が可

能となり、あらゆる産業での DX やホーム

向けの IoT サービスの展開が加速されま

す。そのため、デジタル MCA移行後の周波

数帯においては、早期にデジタル MCA移行

が完了し、周波数利用効率の高い免許不要

局での展開が可能な無線システムである

802.11ah の活用により周波数が有効利用

されることが、我が国の競争力強化には不

可欠です。 

○提出意見数：２件 

※提出意見数は、意見提出者数としています。 

注 その他、本省令案等に関する言及が無く、案と無関係と判断されるものが１件ございました。 

 

 


